
 

 

平成２９年度採用 

川西市職員募集要項 

＜保育士（経験者）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜受付期間＞ 平成２８年８月１５日（月）～平成２８年８月２６日（金）(土日を除く) 

 

＜試 験 日＞ 平成２８年９月１８日（日） 

 

 

        【受付及び問い合わせ】 

           川西市教育委員会事務局 

           こども未来部総務調整室教職員課（市役所 ３階） 

         〒６６６－８５０１ 川西市中央町１２番１号 

           ＴＥＬ ０７２－７４０－１２４２（直通） 

    ☆インターネットで採用情報を掲載しています 

       http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/ 

 

 

 



 

 

採用予定人員 受  験  資  格 

２名
 

次の各号のいずれにも該当する者 

（１）昭和３６年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた人 

（２）保育士資格を有しているか、平成２９年３月３１日までに取得見込みの人で、同日

までに保育士登録手続きを行い、平成２９年４月１日から保育士として勤務できる人 

（３）幼稚園教諭免許状を有しているか、平成２９年３月３１日までに幼稚園教諭免許状

を取得見込みの人 

（４）直近１０年（平成１８年８月１日から平成２８年７月３１日まで）中に保育所等 

（*1）において、通算５年(*2)以上の保育士等(*3)としての職務経験を有する者 

 ※ 地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条に規定する欠格条項に該当する人は受験できません。  

 ※ 職種区分に応じた業務に従事することを基本としますが、専門分野や適性に応じ、職種区分以外の業務 

に従事することがあります。 

※  職務経験について 

 ＊１ 保育所等とは、児童福祉法の規定により認可を受けた保育所を含む以下の施設をいいます。 

   ① 児童福祉法に規定する児童福祉施設、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所

内保育事業 

   ② 学校教育法に定める幼稚園 

   ③ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める認定こども園 

 ＊２ 

   ①「職務経験」は週３１時間以上の勤務を６か月以上継続して勤務を行った経験が該当します。 

   ② 複数の職務経験がある場合、通算することができますが、同一期間に複数個所で勤務した場合は、通算

できるのはいずれか一つの職務経験のみです。なお、休業していた期間は、職務経験に含めることはでき

ません。 

   ③ 職務経験を通算する場合、１か月未満の日数は、３０日を１か月として計算します。 

   ④ 職務経験期間の確認のため、合格発表後に職務経験証明書等を提出していただきます。職務経験期間の

証明ができなかった場合は、採用されません。 

  ＊３ 保育士等とは、以下の職務をいいます。 

    保育士、幼稚園教諭、保育教諭 

 

１ 採用予定人員及び受験資格 



 

 

 日     時 会     場 

第１次試験
 平成２８年９月１８日（日）（注１） 

午後１時集合（受付：午後0時40分） 

 

川西市役所他 

（受験申し込み後に指定） 

第２次試験 第１次試験合格者に対し、別途通知します。（１０月中旬実施予定） 

※ (注 1)第 1次試験の集団面接については、申込人数により９月１７日（土）に変更する場合があります。受験票

で確認ください。 

※  身体的障がいにより、試験会場で特別な配慮を必要とする方は、受験申込書の提出の際に申し出てください。 

 

 科 目 形 式 試 験 内 容 

 

第１次試験
 

      

 

専門(90分)
 

 

択一式（30題）
 社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護含む。）保育の心理学、

保育原理、保育内容、子どもの保健（精神保健を含む。）  

 

集団面接 

 

第２次試験 

 

  作文（60分）、実技〔ピアノ・歌（絵本の朗読を含む。）・絵画〕、個人面接 

 

 

必要書類
 

 

① 本市所定の申込書又は統一応募書類 

    写真１枚（申込前３カ月以内の撮影、上半身、無帽、たて５㎝×横４㎝）を所定欄に貼付するこ

と。 

②  ８２円切手を貼った返送用封筒２通（長形３号：12㎝×23.5㎝・受験票、合否通知の送付に使用

しますので申込者の宛名を記入すること。） 

③ 幼稚園教諭免許状、保育士資格を既に取得している人は、その写し（両面）を添付すること。 

 

【郵送での申込み】 

 角形２号封筒を使用し、受験申込書等の必要書類と８２円切手を貼った長形３号の返送用封筒２通

を同封のうえ、簡易書留郵便で受付期間内に到着するよう郵送のこと。 

※９月１２日(月)までに受験票が到着しない場合は、総務調整室教職員課へ連絡をしてください。 

 

受付場所
 

川西市教育委員会事務局 総務調整室 教職員課（川西市役所３階）
 

２ 試験日時・場所 

３ 試験科目 

４ 申込手続 



受付期間
 

 

平成２８年８月１５日（月）～ 平成２８年８月２６日（金）（ただし、土日を除く。） 

午前９時から午後５時３０分まで 

※８月２６日(金)午後５時３０分を過ぎて到着した郵送による申込みは、いかなる理由があっても受

付できません。 

 

 

  この試験結果の開示については、市所定の書面により開示請求することができます。 

   なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人であることを明らかにする書類（受験票

及び運転免許証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接請求してください。 

請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験、第２次試

験の不合格者 
総合得点及び順位

 第１次試験結果通知及び第２次試験結果

通知の日からそれぞれ１か月間 
総務調整室教職員課 

 

 

 初任給月額（地域手当を含む） 諸  手  当 

大 学 卒 １９８，４４０円 
扶養手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手当等をそれ

 

ぞれの規定に基づき支給します｡
 

短 大 卒 １７８，９７０円 

 ※ 上記の額は、平成２８年４月１日現在の新卒基準の額です。 

（人事院勧告に準じるなどの理由により、採用時に変動することがあります。） 

 ※ 民間経験等、前職のある人については、加算する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ※合格者は、平成２９年４月１日に採用する予定です。ただし、採用時前の 

               健康診断に合格することが必要です。 

 

５ 試験結果の開示 

６ 給  与 

７ 採用までの流れ 

 

募集要項・申込

書の取得 

 

受験申込 
（８月２６日迄） 

 

１次試験 
（９月１８日） 

 

１次試験合格発表 

（１０月上旬頃） 

 

２次試験 
（１０月中旬） 

 

２次試験合格発表 
（１１月上旬頃） 

 

採用内定 
（健康診断後） 

採用 
（４月１日） 



 

地方公務員法第１６条（欠格条項） 

 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除く外、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けるこ

とができない。 

 一  成年被後見人又は被保佐人 

 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

学校教育法第９条（校長・教員の欠格事由） 

 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

 一  成年被後見人又は被保佐人 

 二 禁錮以上の刑に処せられた者 

 三 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の

日から三年を経過しない者 

 四 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない

者 

 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 


